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【 公 報 種 別 】 特 許 法 第 １ ７ 条 の ２ の 規 定 に よ る 補 正 の 掲 載
【 部 門 区 分 】 第 １ 部 門 第 ２ 区 分
【 発 行 日 】 令 和 4 年 6 月 1 6 日 ( 2 0 2 2 . 6 . 1 6 )
　
【 公 開 番 号 】 特 開 2 0 2 1 - 1 2 9 7 5 3 ( P 2 0 2 1 - 1 2 9 7 5 3 A )
【 公 開 日 】 令 和 3 年 9 月 9 日 ( 2 0 2 1 . 9 . 9 )
【 年 通 号 数 】 公 開 ・ 登 録 公 報 2 0 2 1 - 0 4 2
【 出 願 番 号 】 特 願 2 0 2 0 - 2 6 7 4 5 ( P 2 0 2 0 - 2 6 7 4 5 )
【 国 際 特 許 分 類 】
   Ａ ６ ３ Ｆ 7 / 0 2 ( 2 0 0 6 . 0 1 )
【 Ｆ Ｉ 】
　 Ａ ６ ３ Ｆ 7 / 0 2 ３ １ ５ Ａ 　 　 　
　 Ａ ６ ３ Ｆ 7 / 0 2 ３ ２ ６ Ｚ 　 　 　
　 Ａ ６ ３ Ｆ 7 / 0 2 ３ ２ ０  　 　 　
　
【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 4 年 6 月 8 日 ( 2 0 2 2 . 6 . 8 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
  遊 技 盤 に 配 置 さ れ る 始 動 口 へ の 入 球 に 基 づ い て 抽 選 を 行 い 、 該 抽 選 の 結 果 に 基 づ い て 利  
益 を 付 与 す る 遊 技 機 で あ っ て 、
  前 記 遊 技 盤 に 設 け ら れ る 所 定 の 発 光 装 飾 部 と 、
  前 記 遊 技 盤 に 設 け ら れ 、 前 記 発 光 装 飾 部 と は 別 部 材 か ら な る 別 発 光 装 飾 部 と 、
  前 記 発 光 装 飾 部 と 前 記 別 発 光 装 飾 部 を レ イ ン ボ ー 態 様 で 発 光 さ せ る レ イ ン ボ ー 発 光 制 御  
手 段 と 、
  を 備 え 、
  前 記 レ イ ン ボ ー 発 光 制 御 手 段 は 、 非 遊 技 中 の 特 定 期 間 で 前 記 発 光 装 飾 部 と 前 記 別 発 光 装  
飾 部 と を 夫 々 レ イ ン ボ ー 態 様 で 発 光 さ せ る も の で あ り 、 前 記 発 光 装 飾 部 に 不 具 合 が 生 じ て  
前 記 発 光 装 飾 部 が レ イ ン ボ ー 態 様 で 発 光 で き な い 状 態 で あ っ て も 前 記 別 発 光 装 飾 部 に つ い  
て は 前 記 特 定 期 間 に レ イ ン ボ ー 態 様 で 発 光 さ せ る こ と が 可 能 で あ り 、
  前 記 別 発 光 装 飾 部 は 、 前 記 遊 技 盤 か ら 取 り 外 さ れ た 状 態 で も 何 ら か の 異 常 と 判 定 さ れ な  
い も の で あ っ て 、
  さ ら に 、 遊 技 者 に よ っ て 操 作 可 能 な 所 定 の 操 作 部 を 備 え 、
  前 記 特 定 期 間 で 前 記 別 発 光 装 飾 部 が レ イ ン ボ ー 態 様 で 発 光 し て い る と き に 前 記 操 作 部 が  
操 作 さ れ た 場 合 に は 、 前 記 別 発 光 装 飾 部 の レ イ ン ボ ー 態 様 で の 発 光 が 終 了 可 能 と さ れ る
こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
上 記 し た 目 的 を 達 成 す る た め に 、 請 求 項 １ に 係 る 発 明 に お い て は 、
  遊 技 盤 に 配 置 さ れ る 始 動 口 へ の 入 球 に 基 づ い て 抽 選 を 行 い 、 該 抽 選 の 結 果 に 基 づ い て 利  
益 を 付 与 す る 遊 技 機 で あ っ て 、
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  前 記 遊 技 盤 に 設 け ら れ る 所 定 の 発 光 装 飾 部 と 、
  前 記 遊 技 盤 に 設 け ら れ 、 前 記 発 光 装 飾 部 と は 別 部 材 か ら な る 別 発 光 装 飾 部 と 、
  前 記 発 光 装 飾 部 と 前 記 別 発 光 装 飾 部 を レ イ ン ボ ー 態 様 で 発 光 さ せ る レ イ ン ボ ー 発 光 制 御  
手 段 と 、
  を 備 え 、
  前 記 レ イ ン ボ ー 発 光 制 御 手 段 は 、 非 遊 技 中 の 特 定 期 間 で 前 記 発 光 装 飾 部 と 前 記 別 発 光 装  
飾 部 と を 夫 々 レ イ ン ボ ー 態 様 で 発 光 さ せ る も の で あ り 、 前 記 発 光 装 飾 部 に 不 具 合 が 生 じ て  
前 記 発 光 装 飾 部 が レ イ ン ボ ー 態 様 で 発 光 で き な い 状 態 で あ っ て も 前 記 別 発 光 装 飾 部 に つ い  
て は 前 記 特 定 期 間 に レ イ ン ボ ー 態 様 で 発 光 さ せ る こ と が 可 能 で あ り 、
  前 記 別 発 光 装 飾 部 は 、 前 記 遊 技 盤 か ら 取 り 外 さ れ た 状 態 で も 何 ら か の 異 常 と 判 定 さ れ な  
い も の で あ っ て 、
  さ ら に 、 遊 技 者 に よ っ て 操 作 可 能 な 所 定 の 操 作 部 を 備 え 、
  前 記 特 定 期 間 で 前 記 別 発 光 装 飾 部 が レ イ ン ボ ー 態 様 で 発 光 し て い る と き に 前 記 操 作 部 が  
操 作 さ れ た 場 合 に は 、 前 記 別 発 光 装 飾 部 の レ イ ン ボ ー 態 様 で の 発 光 が 終 了 可 能 と さ れ る
こ と を 特 徴 と す る 。
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